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「公立図書館の振興・発展に関する政策」についての公開質問状 

 

１．公立図書館の振興・発展に関する政策、施策等について、お考えをお聞かせくださ

い 

 

障がい者や高齢者、外国人など様々な状況にある誰もが、文字・活字文化の恵沢を享受

できるよう、読書バリアフリーの環境整備、電子書籍・電子図書館の支援、増え続ける

外国人の子どもたちのため多言語に翻訳された書籍の図書館への設置に取り組みます。

また、子ども・若者の視点に立った読書活動の推進のため、海外の学校等と共同したビ

ブリオバトルの開催や、子ども・若者の声を聴くなど読書活動の調査研究に取り組みま

す。 

 

２．政策の中で特に「公立図書館の管理運営」について、図書館民営化（指定管理）の

是非と、その理由についてお考えをお聞かせください  

 

指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要がある

と認めるときに活用できる制度であり、地方自治体の自主性に委ねる制度となっていま

すので、公立図書館への指定管理者制度の導入についても、設置者である地方自治体が

適切に判断されていると考えます。また、地方自治体には、指定管理者による管理が適

切に行われ、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与しているか、定期

的に検証し、制度の適切な運用に努めることが求められています。 

公立図書館の管理運営が適切に行われるよう、地方自治体の図書館関係者が集まる研修

等においての周知を推進していきます。 

 

３．活字文化議員連盟の「公共図書館改革に関する決議」5 項目についてのお考えをお

聞かせください 

（制度の検証と将来像の検討） 

（１） 公共図書館における市民サービスの向上に資するため、会計年度任用職員制度、

指定管理者制度の運用の効果と課題を検証するとともに、「図書館の設置及び運

営上の望ましい基準」の見直しなど、公共図書館の将来を考える「公共図書館の

あり方に関する協力者会議」を設置すること。（文部科学省、「図書館・学校図書

館の運営の充実に関する有識者会議」を 2024 年 10 月設置 付記） 

 

会計年度任用職員制度は、総務省から地域の実情等を踏まえ、適切に運用される必要が

あることが通知されています。また、指定管理者制度については、「図書館の設置及び

運営上の望ましい基準」において、導入する場合には事業者と連携して事業の安定的な

実施の確保や水準の維持・向上等に努めることなどを定めています。 

これらの通知及び基準を踏まえ図書館が適切に運営されるよう周知に取り組んでまい
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ります。また、公共図書館の将来を考えると、協力者会議の設置は必要だと考えます。 

 

（図書館職員の待遇改善） 

（２） 図書館職員の非正規雇用率を大幅に改善するなど、雇用の安定にとりくみ、同一

労働同一賃金の実現に努め、国・自治体の職務で司書研修等への参加を促すこと 

 

専門性が求められる職種であることから適正な評価は必要であり、処遇改善および専門

性の向上への取り組みは必要だと考えます。 

 

（誰も取り残さない読書環境を整える） 

（３） 司書養成課程で読書バリアフリーに関する講義の機会を増やし、障害者サービ

スのエキスパートを育て、その知識と技術のノウハウを蓄積し、継承すること 

 

今後、障がい者だけでなく高齢者、外国人、発達に特性がある子どもたち等の読書環境

の整備を考えると、エキスパートの育成や知識・技術のノウハウの蓄積・継承は必要だ

と考えます。 

 

（４） 全国の公共図書館に読書バリアフリー法が求めるアクセシブルな書籍の紹介コ

ーナーを設置し、子どもたちが日常的に、多様な読書媒体と出合える機会を整え

ること 

 

障がい者等の方が利用しやすいアクセシブルな書籍は、子どもたちをはじめ、多くの人

への周知の機会が必要だと考えます。 

 

（公共図書館の図書購入は地域の書店から）  

（５） 公共図書館は、地域書店からの図書購入を優先し、装備作業は地域の福祉施設と

連携して障害者の雇用拡大など循環型地域経済の施策を進めること 

 

公共図書館の図書の地域の書店からの購入や、障がい者の雇用拡大などは、文字活字文

化を守るとともに、地方創生の面からも必要だと考えます。 

併せて、図書館や書店等の DX 化を含めた連携の促進や、本と地方創生とのコラボ企画

など、関係機関が連携して行う読書活動の取り組みを支援します。 

 

４．経済産業省等の「書店活性化プラン」について、お考えをお聞かせください 

 

深刻な活字離れが指摘され、書店経営の厳しさが増している中、公明党は、地方・地域

の書店が抱える課題や要望を聞き取り、課題解決のための実のある支援策の実行をめざ

し、2024 年６月、政府に申し入れを行いました。「書店活性化プラン」（2025）は、そ
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の内容が盛り込まれており、地域文化の担い手としての書店の役割を見直し、地域経済

の活性化や読書文化の振興につなげようとする意欲的な取り組みであると評価してい

ます。書店が地域に根差した存在として発展するため、デジタル技術の導入やイベント

開催などの支援のほか、商店街振興も含む多角的な支援策を通じて、このプランの実効

性を担保するとともに、自治体や学校・図書館などとの連携を推進するなど、長期的視

点に立った支援を検討していきます。 

 


